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府中都市計画道路3・2・2の2号東京八王子線
及び国立都市計画道路3・3・2号東京八王子線

府中市西原町二丁目から国立市谷保間

【事業概要について】

東京八王子線全体計画図東京八王子線全体計画図

東京八王子線 34.2ｋｍ
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計画道路の位置図計画道路の位置図

計画道路
約1.3km

西原町一丁目
交差点

国立インター
入口交差点

都市計画
道路名

 府中都市計画道路３・２・２の２号東京八王子線
 国立都市計画道路３・３・２号東京八王子線

延長
及び区間

 延長：約１．３ｋｍ
 起点：府中市西原町二丁目（西原町一丁目交差点）
 終点：国立市谷保（国立インター入口交差点）

道路幅員  ３６ｍ～４１ｍ

車線数  往復４車線

計画交通量  ３９，１００～４２，９００台/日（平成３０年度）

事業期間  平成２３年度～平成３０年度（予定）

○区部の放射第５号線と一体となって

多摩地域と区部の連携を強化

○甲州街道をはじめとする

周辺道路の渋滞緩和

○生活道路への通過交通の排除による

良好な居住環境の確保

○延焼遮断帯の形成等による

地域の防災性の向上

○区部の放射第５号線と一体となって

多摩地域と区部の連携を強化

○甲州街道をはじめとする

周辺道路の渋滞緩和

○生活道路への通過交通の排除による

良好な居住環境の確保

○延焼遮断帯の形成等による

地域の防災性の向上

本路線の整備により、以下の効果が期待できます本路線の整備により、以下の効果が期待できます



西原町四丁目

府中第十中学校
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平面図、縦断図（イメージ図）平面図、縦断図（イメージ図）
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環境施設帯の整備事例（府中所沢線）環境施設帯の整備事例（府中所沢線）

副道を設置した区間

副道
自転車

歩行車道車道車道
自転車

歩行車道
植栽帯

沿道緑地と一体整備した区間

主な環境保全対策と効果主な環境保全対策と効果

環境施設帯



主な環境保全対策と効果主な環境保全対策と効果

低騒音舗装

主な環境保全対策と効果主な環境保全対策と効果

遮音壁



都市計画道路ができるまで都市計画道路ができるまで 【【府中３・２・２の２及び国立３・３・２の場合府中３・２・２の２及び国立３・３・２の場合】】

④都市計画の決定

現在、本計画道路では、道路幅員
などを変更する都市計画の手続き
を行っています。

①測量説明会

計画道路の沿道の皆様にご理解
をいただくため、事業内容及び測
量についての説明を行います。

②現況測量の実施

計画道路及びその周辺の建物
や道路を測量し、現況平面図を
作成します。

③用地測量（その１）の実施

権利調査や現地調査を実施
し、境界確認作業の準備を行
います。

⑦事業着手の手続き

都市計画法第５９条により、
事業着手の手続きをとりま
す。

⑧用地説明会の開催

用地買収の対象となる皆さま
（アパートなどの居住者の皆様
も含まれます。）に具体的な補
償について説明します。
また、家屋補償について説明
します。

⑥用地測量（その２）の実施

この測量で計画道路の幅員
（計画線）を現地に表示しま
す。また、買収させていただ
く土地の面積が確定します。
（土地境界立会いをお願い
します。）

⑤事業概要説明会

事業内容についての説明を行い
ます。また、「②現況測量の実施」
で作成した現況平面図に計画道
路の幅員（計画線）を記載した図
面を提示します。

概ね８年程度

次ページへ

概ね２年程度

【【府中３・２・２の２及び国立３・３・２の場合府中３・２・２の２及び国立３・３・２の場合】】都市計画道路ができるまで都市計画道路ができるまで

⑨用地折衝・協議

対象となる皆さまと、土地の取得・
家屋移転などについて、個別に
協議させていただきます。

⑩契約・補償金の支払い

話し合いがまとまりますと、契約を
とりかわし、補償金をお支払いしま
す。

⑪物件移転

⑫工事説明会

⑬工事の実施

⑭都市計画道路の完成

買収させていただく土地にある家屋などの
物件を移転していただきます。

沿道の皆さまに、工事計画の概要を説明
します。なお、チラシの配布により説明会に
代えさせていただく場合もございます。

沿道の皆さまに、できるだけご迷惑の
かからないように工事を行います。

多くの皆さまのご理解とご協力により、
都市計画道路が完成します。

概ね８年程度

前ページ
より



府中３・２・２の２号及び国立３・３・２号
東京八王子線

府中３・２・２の２号及び国立３・３・２号
東京八王子線

測量作業の概要について測量作業の概要について測量作業の概要について

現況測量の実施（平成２１年度）

道路予定区域及びその周辺の土地の起伏や現在ある建物、樹木、
道路の形状を調査し、地形を表す現況平面図を作成します。



現況測量の範囲

現況測量の作業内容

道路

水路

建物

樹木



用地測量（その１）の実施（平成22年度予定）

権利調査や現地調査を実施し、境界確認作業の準備を行います。



都市計画の決定

現在、本計画道路では、道路幅員などを変更する都市
計画の手続きを行っています。

事業概要説明会

事業内容についての説明を行います。

また、「現況測量の実施」で作成した現況平面図に計画
道路の幅員（計画線）を記載した図面を提示します。



現況平面図に計画線記載例

用地測量（その２）の実施（平成23年度予定）

この測量で都市計画線の幅杭を現地に打設します。また、買収させ
ていただく土地の面積が確定します。

（土地境界立会をお願いします。）



都市計画線打設の作業内容

道路

水路

建物

樹木

計画道路

境界の現地確認



土地境界立会いについて

境界確認後の測量



土地の面積の確定

身分証明書、腕章見本


